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 津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則をここに

公布する。

  平成２５年１０月３日

津市長 前 葉 泰 幸

津市規則３９号

   津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条

例（平成２５年津市条例第３２号。以下「条例」という。）第２５条の規定

に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（指定管理者の指定の申請）

第２条 条例第９条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、メ

ッセウイング・みえ指定管理者指定申請書（第１号様式）を市長に提出しな

ければならない。

２ 条例第９条第４号の市長が必要と認める書類とは、次に掲げる書類とする。

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

 登記事項証明書（法人に限る。）

 国税及び地方税の納税証明書

 その他市長が必要と認める書類

（休館日）

第３条 産業・スポーツセンター内メッセウイング・みえ（以下「メッセウイ

ング・みえ」という。）の休館日は、１２月２９日から翌年の１月３日まで

とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長

の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

（使用時間）

第４条 メッセウイング・みえを使用することができる時間は、午前９時から

午後９時（屋外展示場にあっては、午後５時）までとする。ただし、指定管

理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変

更することができる。

（使用許可の申請）

第５条 条例第１４条第１項の規定によりメッセウイング・みえの使用許可を
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受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の１年前の月の初日か

ら当日までの間に、メッセウイング・みえ使用（使用変更）許可申請書（第

２号様式。以下「許可申請書」という。）を指定管理者に提出しなければな

らない。

（使用許可）

第６条 指定管理者は、前条の規定による申請により使用を許可したときは、

メッセウイング・みえ使用（使用変更）許可書（第３号様式。以下「許可書」

という。）を交付するものとする。

（使用許可の変更）

第７条 メッセウイング・みえの使用許可を受けた者（以下「使用者」とい

う。）は、使用許可の内容を変更しようとするときは、許可申請書に許可書

を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

（使用許可の取消し）

第８条 使用者は、メッセウイング・みえの使用許可の取消しを受けようとす

るときは、メッセウイング・みえ使用許可取消届（第４号様式）に許可書を

添えて指定管理者に提出しなければならない。

（引続使用の制限）

第９条 メッセウイング・みえの施設及び設備器具は、引き続き３０日を超え

て使用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める

ときは、この限りでない。

（利用料金の減免申請）

第１０条 条例第１７条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、

メッセウイング・みえ利用料金減免申請書（第５号様式）を指定管理者に提

出しなければならない。

（利用料金の還付）

第１１条 条例第１８条ただし書の規定による利用料金の還付については、次

に定めるところによるものとする。

 条例第１８条第１号の規定に該当するときは、既納の利用料金の全額を

還付する。 

 条例第１８条第２号の規定に該当するときは、次のとおりとする。 

ア 展示場、屋外展示場、２階大研修室及びギャラリーにあっては、使用

しようとする日の６０日前までは既納の利用料金の全額を、３０日前ま

では既納の利用料金の６割の額を、前日までは既納の利用料金の５割の
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額を還付する。 

イ 商談室兼控室（大）、商談室兼控室（小）、２階中研修室、１階中研

修室、２階会議室及び特別会議室にあっては、使用しようとする日の前

日までは既納の利用料金の全額を還付する。

２ 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、メッセウイング・

みえ利用料金還付申請書（第６号様式）を指定管理者に提出しなければなら

ない。

（入場の制限）

第１２条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場

を拒否し、又は退場させることができる。

 感染性の疾病のある者

 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携帯する

者

 その他管理上支障があると認められる者

（遵守事項）

第１３条 使用者その他メッセウイング・みえを利用する者（以下「使用者等」

という。）は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 許可なくして所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しない

こと。

 許可を受けた施設及び設備器具以外のものを使用しないこと。

 許可なくして物品の展示若しくは販売をし、又は募金等の行為をしない

こと。

 許可なくして張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

 許可なくして所定の場所以外へ立ち入らないこと。

 他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。

 その他管理上必要な指示に従うこと。

２ 使用者は、メッセウイング・みえを専用して使用する場合においては、前

項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 入場人員は、収容定数を超えないこと。

 メッセウイング・みえ内外の秩序を保つため、入場者の整理等に必要な

人員を配置すること。

 入場者に対し、前項に掲げる事項を守らせること。

（届出）
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第１４条 使用者等は、施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直

ちにその旨を市長に届け出なければならない。

（職員の立入り）

第１５条 指定管理者は、メッセウイング・みえの管理上必要があると認める

ときは、使用中の施設に職員を立ち入らせることができる。

（委任）

第１６条 この規則に定めるもののほか、メッセウイング・みえの管理及び運

営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

２ 指定管理者の指定のための手続その他の必要な準備行為は、この規則の施

行の日前においても行うことができる。
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第１号様式（第２条関係） 

メッセウイング・みえ指定管理者指定申請書 

年  月  日  

 （宛先）津市長 

（〒    ）         

所在地               

申請者 名 称               

代表者氏名          印  

電 話               

 メッセウイング・みえに係る指定管理者として指定を受けたいので、関係書類を添えて申

請します。 

添付書類 

 メッセウイング・みえの管理に係る事業計画書 

 メッセウイング・みえの管理に係る収支計画書 

 申請者の経営状況を説明する書類 

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

 登記事項証明書（法人に限る。） 

 国税及び地方税の納税証明書 

 その他市長が必要と認める書類 
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第２号様式（第５条、第７条関係） 

メッセウイング・みえ使用（使用変更）許可申請書 

年  月  日   

   （宛先）指定管理者 

（〒   ）           

住 所                

申請者 団体名                

氏 名（代表者）           

電 話                

  次のとおりメッセウイング・みえを
使 用
使用変更

したいので申請します。 

使 用 日 時
  年  月  日（  曜）午

前
後
  時  分から 

  年  月  日（  曜）午
前
後
  時  分まで 

行 事 名

使 用 目 的

入 場 予 定 人 員  対象者

準 備 時 間   年  月  日（ 曜）午
前
後
 時から 午

前
後
 時まで 

撤 去 時 間   年  月  日（ 曜）午
前
後
 時から 午

前
後
 時まで 

使 用 責 任 者 の

住 所 及 び 氏 名

使 用 す る 施 設

使用する施設を○で

囲んでください。 

展示場（全面、３分の２、３分の１）（Ａホール、Ｂホール、Ｃホール）

屋外展示場 商談室兼控室（大） 商談室兼控室（小） ２階大研修室

２階中研修室 １階中研修室 ２階会議室 特別会議室 ギャラリー 

使用する設備器具

該当するものを○で

囲んでください。 

有（別紙のとおり） 無 

冷 房 要     不要 暖 房 要     不要 

入 場 料 等 の 徴 収  有（       円）      無 

駐車場使用予定台数      台 

 ※ 次の欄は、記入しないでください。 

利 用 料 金
施 設 利 用 料 金 設備器具利用料金 合 計

円 円 円

許 可 条 件 等
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第３号様式（第６条―第８条関係） 

（表） 

メッセウイング・みえ使用（使用変更）許可書 

年  月  日   

 （氏 名） 様 

指定管理者 印 

     年  月  日付けで申請のあったメッセウイング・みえの
使 用

使用変更
について、 

次のとおり許可します。 

使 用 日 時
  年  月  日（  曜）午

前
後
  時  分から 

  年  月  日（  曜）午
前
後
  時  分まで 

行 事 名

使 用 目 的

入 場 予 定 人 員  対象者

準 備 時 間   年  月  日（ 曜）午
前
後
 時から 午

前
後
 時まで 

撤 去 時 間   年  月  日（ 曜）午
前
後
 時から 午

前
後
 時まで 

使 用 責 任 者 の

住 所 及 び 氏 名

使 用 す る 施 設

使用する施設を○で

囲んでください。 

展示場（全面、３分の２、３分の１）（Ａホール、Ｂホール、Ｃホール）

屋外展示場 商談室兼控室（大） 商談室兼控室（小） ２階大研修室

２階中研修室 １階中研修室 ２階会議室 特別会議室 ギャラリー

使用する設備器具

該当するものを○で

囲んでください。 

有（別紙のとおり） 無 

冷 房 要     不要 暖 房 要     不要 

入 場 料 等 の 徴 収  有（       円）      無 

駐車場使用予定台数      台 

※ 使用上の注意については、裏面を御覧ください。 
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（裏） 

使 用 者 心 得 

 １ 使用開始の前には、許可書を管理事務所へ提出してください。 

 ２ 許可なくして所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないでください。 

 ３ 許可を受けた施設及び設備器具以外のものを使用しないでください。 

 ４ 許可なくして所定の場所以外へ立ち入らないでください。 

 ５ 施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理事務所へ連絡してくださ

い。 

 ６ 非常時に備えて使用責任者の方は、非常口の場所、誘導方法等をあらかじめ確認してくだ

さい。 

 ７ 使用を終わったときは、係員に連絡してください。 

 ８ その他係員の指示に従ってください。 
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第４号様式（第８条関係） 

メッセウイング・みえ使用許可取消届 

年  月  日   

   （宛先）指定管理者 

（〒   ）           

住 所                

申請者 団体名                

氏 名（代表者）           

電 話                

  次のとおりメッセウイング・みえの使用許可の取消しを受けたいので、許可書を添えて届け

出ます。 

取消しに係る使用日時
  年  月  日（  曜）午

前
後
  時  分から 

  年  月  日（  曜）午
前
後
  時  分まで 

取消しに係る行事名

取消しに係る施設

取消しを受けようとす

る施設を○で囲んでく

ださい。 

展示場（全面、３分の２、３分の１）（Ａホール、Ｂホール、Ｃホール） 

屋外展示場 商談室兼控室（大） 商談室兼控室（小） ２階大研修室 

２階中研修室 １階中研修室 ２階会議室 特別会議室 ギャラリー

取消しに係る設備器具

該当するものを○で囲

んでください。 

有（別紙のとおり） 無 

使 用 許 可 年 月 日

及 び 許 可 番 号

取消しを受けようと

す る 理 由
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第５号様式（第１０条関係） 

メッセウイング・みえ利用料金減免申請書 

年  月  日   

   （宛先）指定管理者 

（〒   ）           

住 所                

申請者 団体名                

氏 名（代表者）           

電 話                

  次のとおりメッセウイング・みえの利用料金の 
減 額
免 除

 を受けたいので申請します。 

使 用 日 時
  年  月  日（  曜）午

前
後
  時  分から 

  年  月  日（  曜）午
前
後
  時  分まで 

行 事 名

使 用 目 的

使 用 す る 施 設

使用する施設を○で

囲んでください。 

展示場（全面、３分の２、３分の１）（Ａホール、Ｂホール、Ｃホール）

屋外展示場 商談室兼控室（大） 商談室兼控室（小） ２階大研修室

２階中研修室 １階中研修室 ２階会議室 特別会議室 ギャラリー

使用する設備器具

該当するものを○で

囲んでください。 

有（別紙のとおり） 無 

冷 房 要     不要 暖 房 要     不要 

減 免 申 請 の 理 由

 ※ 次の欄は、記入しないでください。 

利 用 料 金 減 免 率 減 免 金 額 差引利用料金 備 考

円 ％ 円 円
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第６号様式（第１１条関係） 

メッセウイング・みえ利用料金還付申請書 

年  月  日   

   （宛先）メッセウイング・みえ指定管理者 

（〒   ）           

住 所                

申請者 団体名                

氏 名（代表者）           

電 話                

  次のとおりメッセウイング・みえの利用料金の還付を受けたいので申請します。 

還付の対象となる

使 用 日 時

  年  月  日（  曜）午
前
後
  時  分から 

  年  月  日（  曜）午
前
後
  時  分まで 

還 付 対 象 施 設

還付の対象となる施

設を○で囲んでくだ

さい。 

展示場（全面、３分の２、３分の１）（Ａホール、Ｂホール、Ｃホール）

屋外展示場 商談室兼控室（大） 商談室兼控室（小） ２階大研修室

２階中研修室 １階中研修室 ２階会議室 特別会議室 ギャラリー

還付対象設備器具

該当するものを○で

囲んでください。 

有（別紙のとおり） 無 

冷 房 要     不要 暖 房 要     不要 

既 納 の 利 用 料 金
納 付 年 月 日 年  月  日

納 付 金 額 円

還 付 申 請 の 理 由

 ※ 次の欄は、記入しないでください。 

納 付 金 額 還 付 金 額 備 考

円 円



津市伊勢奥津駅前観光案内交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則を

ここに公布する。 

平成２５年１０月１０日 

                    津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第４０号 

   津市伊勢奥津駅前観光案内交流施設の設置及び管理に関する条例施行規   

   則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、津市伊勢奥津駅前観光案内交流施設の設置及び管理に関

する条例（平成２５年津市条例第３３号。以下「条例」という。）第１５条

の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （指定管理者の指定の申請） 

第２条 条例第７条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、伊

勢奥津駅前観光案内交流施設指定管理者指定申請書（別記様式）を市長に提

出しなければならない。 

２ 条例第７条第４号の市長が必要と認める書類とは、次に掲げる書類とする。 

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

 登記事項証明書（法人に限る。） 

 国税及び地方税の納税証明書 

 その他市長が必要と認める書類 

（休業日） 

第３条 津市伊勢奥津駅前観光案内交流施設（以下「交流施設」という。）の

休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めると

きは、あらかじめ市長の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に休業日を

定めることができる。 

 毎週水曜日（当該日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７ 

８号）に規定する休日に当たるときは、その翌日） 

 １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

 （利用時間） 

第４条 交流施設を利用することができる時間は、午前９時から午後４時まで

とする。ただし、指定管理者が交流施設の管理上特に必要があると認めると



きは、これを変更することができる。 

 （入場の制限） 

第５条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を

拒否し、又は退場させることができる。 

 感染性の疾病のある者 

 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携帯する  

 者 

 その他管理上支障があると認められる者 

 （遵守事項） 

第６条 交流施設を利用する者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる事

項を守らなければならない。 

 許可なくして所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しな   

いこと 

 許可なくして物品の展示若しくは販売をし、又は募金等の行為をしな   

いこと。 

 許可なくして張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。 

 許可なくして所定の場所以外へ立ち入らないこと。 

 他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

 その他管理上必要な指示に従うこと。 

 （届出） 

第７条 利用者は、施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに

その旨を市長に届け出なければならない。 

 （委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理及び運営に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 指定管理者の指定のための手続その他の必要な準備行為は、この規則の施  

 行の日前においても行うことができる。 



別記様式（第２条関係） 

伊勢奥津駅前観光案内交流施設指定管理者指定申請書 

年  月  日  

 （宛先）津市長 

（〒   ）        

所在地 

名 称 

申請者  代表者氏名            

                電話 

 津市伊勢奥津駅前観光案内交流施設に係る指定管理者として指定を受けたい

ので、関係書類を添えて申請します。 

添付書類 

 津市伊勢奥津駅前観光案内交流施設の管理に係る事業計画書 

 津市伊勢奥津駅前観光案内交流施設の管理に係る収支計画書 

 申請者の経営状況を説明する書類 

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

 登記事項証明書（法人に限る。） 

 国税及び地方税の納税証明書 

 その他市長が必要と認める書類 



津市告示第２２６号  

 下記の者の差押調書（謄本）、交付要求通知書、配当計算書（謄本）及び充当

通知書は、住所居所不明のため、送達することができないので、国民健康保険

法（昭和１３年法律第６０号）第７８条により準用する地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年１０月１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 

○ ○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ ○○○
交付要求通知書及び

充当通知書 



津市告示第２２７号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２５年１０月２日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

８５５９５７ 平成２５年７月１日 平成２５年７月３１日

９２０２０３７ 平成２５年４月２日 平成２５年７月２６日

９２２７３１１ 平成２４年１０月１日 平成２５年７月１９日

４７１７８９ 平成２５年３月２１日 平成２５年８月１３日

９３０７１９ 平成２４年１０月１日 平成２５年８月５日

９７４６３４ 平成２５年８月９日 平成２５年８月２０日

１２８１８７８ 平成２５年１月４日 平成２５年８月１９日

１２８８３３７ 平成２４年１０月１日 平成２５年８月２８日

２１２７７２３ 平成２５年４月１日 平成２５年８月２日

２１７１５４９ 平成２４年１０月１日 平成２５年８月２日



津市告示第２２８号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２５年１０月３日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

白塚町地内 ２ 平成２５年 ９月 ６日 

野田地内 １ 平成２５年 ９月 ９日 

南が丘地内 １ 平成２５年 ９月１２日 

芸濃町林地内 １ 平成２５年 ９月１２日 

上弁財町地内 １ 平成２５年 ９月１３日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月１７日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ９月１８日 

藤方地内 １ 平成２５年 ９月１８日 

芸濃町椋本地内 １ 平成２５年 ９月１８日 

芸濃町林地内 １ 平成２５年 ９月１９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月２０日 

緑が丘地内 １ 平成２５年 ９月２０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ９月２４日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２５年 ９月２４日 

藤方地内 １ 平成２５年 ９月２４日 

高茶屋小森町地内 １ 平成２５年 ９月２４日 

庄田町地内 １ 平成２５年 ９月２４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月２５日 

芸濃町椋本地内 １ 平成２５年 ９月２５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月２６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２５年 ９月２６日 

高茶屋小森町地内 ２ 平成２５年 ９月２６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ９月２７日 



久居新町地内 １ 平成２５年 ９月３０日 

アスト公共自転車等駐車場 １２９ 平成２５年 ９月３０日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２２９号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年美杉村告示第８２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２５年１０月９日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  八知区

  三重県津市美杉町八知５８２８番地１

  代表者 白 谷 征 雄

２ 変更に係る事項

(1) 代表者の氏名及び住所

変 更 前
前川知雄

三重県津市美杉町八知３１３２番地

変 更 後
白谷征雄

三重県津市美杉町八知３０９１番地

３ 変更の理由及び年月日

  通常総会において、平成２５年５月１９日から新任



津市告示第２３０号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２５年１０月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２１６２９８ 平成２４年１０月１日 平成２５年９月２日

９２２９３９０ 平成２４年１０月１日 平成２５年９月３日



津市告示第２３１号 

 下記の者の平成２５年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不

明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年１０月１１日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



1 

津市告示第２３２号 

 下記の者の平成２５年度市民税・県民税納税通知書等は、住所居所不明等の

ため送達することができないので、地方税法第２０条の２により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部市民税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年１０月１１日        

 津市長 前 葉 泰 幸    

記 

氏    名 住    所 

○○ ○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○

○○○○○ ○○ ○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○ ○○

○○○○ 

○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○ ○○○○○

○○○○ ○○○○○○ ○○

○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○○

○○○○○○○○○○○○○ 

○ ○ 
○○○○○○○○○○○○○○ ○○○

○○○○○○○○○○ 

○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○ 

○ ○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○ ○○○○○ ○

○○○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○○○○○ 

○○○○○○ ○○○ ○○○

○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○○○ 



2 

○○○○○ ○○○○○○ ○

○ ○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○ 

○ ○○ ○○ 

○○○○○○ ○○○○○○○

○ ○○○○○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○○○

○○○○○○○○○○○○ 

○○○ ○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○○○○○○ 

○ ○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 

○○○ ○○ 
○○○○○○○○○○○○○ ○○○○

○○ 

○ ○○○○○ ○○○ ○○

○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○ 



津市告示第２３３号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２５年１０月１５日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２１６４７５ 平成２４年１０月１０日 平成２５年９月１５日

９２２３１２８ 平成２５年４月１日 平成２５年９月２０日

９２２４４６７ 平成２４年１０月１日 平成２５年９月２５日



津市告示第２３４号 

 モーターボート競走法（昭和２６年法律第２４２号）第３条第３号及びモー

ターボート競走法施行規則（昭和２６年運輸省令第５９号）第４条の規定に基

づき、入場料の徴収に関する事務の一部を下記のとおり委託したので、同法施

行規則第２条の規定により告示する。

  平成２５年１０月１５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 委託先 

  愛知県名古屋市東区東桜二丁目１３番３２号 

  チケットぴあ名古屋株式会社 

２ 委託期間 

  平成２５年１０月１７日から平成２５年１２月１５日 

３ 徴収する入場料 

  津市モーターボート競走場における指定席に係る入場料 

４ 徴収方法 

  現金 



津市公告第１５６号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年１０月２日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年９月３０日

２ 抑留期間 平成２５年１０月７日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市芸濃町

雲林院 
雑種 白 雄 中型 

９１日

以上 

首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２























































津市公告第１５８号

 津市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法

律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１１条

第１項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更しよ

うとする理由を記載した書面を次のとおり縦覧に供します。

 なお、本市に住所を有する者は、農業振興地域の整備に関する法律第１３条

第４項において準用する同法第１１条第２項の規定により、当該農業振興地域

整備計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することがで

きます。（当該農業振興地域整備計画を変更したときは、提出された意見書の要

旨及び当該意見書の処理の結果を併せて公告します。）

また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用

地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、農業振

興地域の整備に関する法律第１３条第４項において準用する同法第１１条第３

項の規定により、当該農用地利用計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日の翌

日から起算して１５日以内に異議申立てをすることができます。

  平成２５年１０月９日

 津市長  前 葉 泰 幸  

１ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧期間及び時間

  期間 平成２５年１０月１０日から平成２５年１１月９日まで

時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土・日及び国民

  の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日を除
く。）

２ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧場所、意見書の提出先及び異議の申

出先

津市農林水産部農林水産政策課（津市本庁舎６階）

  〒５１４－８６１１

  津市西丸之内２３番１号

  ＦＡＸ番号 ０５９－２２９－３１６８

  Ｅ－ｍａｉｌ 229-3171@city.tsu.lg.jp 
３ 意見書の提出方法、提出に当たっての留意事項

  意見は書面によるものとし、提出先に直接持参するか郵送又はファクシミ  



リ、電子メールにより受け付けます。

  津市の定める様式に住所、氏名、電話番号（法人にあっては、その名称、

代表者氏名、主たる事務所の所在地、電話番号）を記載してください。

４ 異議の申出方法、申出に当たっての留意事項

  申出は、書面（任意様式）によるものとし、申出先に直接持参するか、郵

送により申出してください。



津市公告第１５９号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２５年１０月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１６０号

 予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により、下記

のとおり公告します。

 平成２５年１０月１０日

                      津市長 前 葉 泰 幸

記

１ 予防接種の種類及び対象者

種  類 対 象 者

インフルエンザ

満６５歳以上の者

満６５歳以上６５歳未満の者であって、心臓、じん臓

又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に

制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不

全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど

不可能な程度の障がいを有する者

  本人が接種を希望していることが明確に認められる場合に限ります。

  対象者の意思が確認できない場合は、接種を受けることはできません。

２ 実施期間

  平成２５年１０月１５日から平成２６年１月３１日まで

３ 実施場所

別表「津市予防接種実施医療機関等一覧表」のとおり

４ 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項

予防接種を受けることが適当でない者は、次の各号に掲げる者とする。

 明らかな発熱を呈している者

 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

 予防接種の接種液の成分によって、接種後３０分以内に激しいアレルギ    

 ー反応を起こしたことがある者（息が苦しい、おう吐、全身にひどいじん

ましん等の全身反応）

 以前にインフルエンザ予防接種を受けて、接種後２日以内に発熱及び全

身性発疹等の反応があった者

 かかりつけの医師から、インフルエンザ予防接種を受けないほうが良い

といわれた者

 前各号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者



 262-3076 
 265-2511 

 268-1111 
 225-8733 

 213-7615 
 225-7100 

 267-1801 
 268-4141 

 233-6700 
 213-1200 

 268-2351 
 227-6681 

 268-2023 
 225-1980 

 223-1122 
 244-2222 

 231-1500 
 228-6505 

 245-1155 
 232-2216 

 226-8282 
 234-2897 

 225-1878 
 222-2332 
 267-1211 

 246-5511 
 228-2816 

 234-3922 
 225-2597 

 246-1000 
 221-0234 

 225-6488 
 221-3000 

 245-2217 



 221-5001 
 226-0118 

 245-5900 
 227-6601 

 223-3211 
 221-6711 

 232-2866 
 232-2210 

 228-2646 
 227-6712 
 253-3363 

 268-2352 
 231-2121 

 228-5498 
 265-2016 

 265-2022 
 223-0313 

 228-2262 
 226-7770 

 238-5566 
 239-1313 
 213-8741 

 236-6006 
 232-0749 

 235-5511 
 222-5111 

 233-6800 
 226-3030 

 221-5555 
 225-3432 

 232-2316 
 226-5525 

 230-7814 
 235-5300 

 234-5384 
 230-3738 



 266-2888 
 235-3387 

 221-1000 
 226-1111 

 221-2121 
 224-7711 

 213-5005 
 245-6111 

 246-7771 
 236-2588 

 226-0456 
 226-2483 

 227-4918 
 225-2235 

 225-2848 
 225-6161 
 228-9100 

 221-6667 
 237-3378 
 239-1777 

 227-6171 
 237-5050 

 230-1120 
 237-2000 

 228-5181 
 233-6611 

 238-5678 
 228-3562 
 244-0277 
 229-5725 

 229-7227 
 228-2887 

 213-2424 
 232-0123 

 229-6699 
 233-6600 



 224-9900 
 229-5711 

 235-0886 
 227-5585 

 238-2222 
 227-7288 
 225-9955 
 228-3546 

 230-2221 
 230-7373 

 221-3700 
 279-5111 
 226-8555 

 244-2515 
 221-2200 

 237-0013 
 235-2125 

 228-0100 
 213-1001 

 232-1111 
 232-2531 

 234-3838 
 213-5111 

 226-0800 
 225-1020 

 237-0838 
 234-3100 

 227-5585 
 245-0024 

 230-8033 
 224-1661 

 224-7777 
 229-6300 

 213-1024 
 235-2118 
 234-3344 



 227-4187 
 221-0500 
 232-3001 

 265-6500 
 227-0207 

 246-6771 
 259-2001 

 255-5730 
 293-0026 

 274-0310 
 256-6665 

 262-3175 
 254-0300 

 255-2077 
 255-5264 

 255-7766 
 275-0032 

 255-3076 
 264-1011 
 295-0005 
 275-0211 

 293-5111 
 254-0001 
 252-1111 

 252-2300 
 252-0211 

 252-2751 
 255-2280 

 254-3500 
 255-1200 
 295-0707 

 256-8180 
 293-2255 
 256-0700 
 255-2417 
 259-1212 



 264-0111 
 254-0777 
 292-7007 
 256-6856 
 272-4187 

 255-1115 
 264-1234 

 259-0808 
 256-6100 

 255-2986 
 293-6260 

 252-1555 
 255-0585 

 256-7070 
 255-5288 

 255-8600 
 295-1600 
 262-0600 

 254-4500 
 259-1211 

 272-0310 
 254-3636 

 256-8855 
 262-0111 

 262-5175 



津市公告第１６１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年１０月１０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年１０月９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市戸木町字焼野５４１３番２ほか５筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市高茶屋小森町４０００番地２

株式会社川﨑ハウジング 代表取締役 川﨑 昌美 



津市水道局公告第１３号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２５年１０月７日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 

























津市選挙管理委員会告示第６９号

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第８９条の規定により平成２５年９月

１日現在にて調製した三重海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧に関し、

次のとおり定めたので同法第９４条において準用する公職選挙法（昭和２５年

法律第１００号）第２３条第２項の規定により告示する。

  平成２５年１０月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

縦覧の場所     津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第７０号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。

  平成２５年１０月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 抹 消 者 数 

             男       女        計 

             １人      ０人       １人 

２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管 

３ 抹 消 し た 年 月 日  平成２５年１０月２日 


